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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 

 

１．６ 総合評価方式における入札参加資格等について 

１．６．１ 入札参加資格要件 

（１） 必須事項 

5)  所定の資格要件を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。なお、特例監

理技術者の配置については、特記仕様書によるものとする。 

c) 配置予定技術者にあっては、申請日以前に３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があ

ること。（有効な健康保険被保険者証又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、監理技

術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険

者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可）

により確認する。） 

 

d) 監理技術者の専任配置の特例（専任特例）についての適否、また、専任特例の要件や兼務

を認める工事は、特記仕様書で示すものとする。専任特例の対応を予定している場合、別記

様式 3-4 に記入すること。申請書及び確認資料提出後の審査では、別記様式 3-4 のチェック

状況の確認のみとし、要件を確認するための資料の提出は、落札決定後に求めるものとす

る。 

 

 

１．６．２ 入札参加資格の提出資料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．６ 総合評価方式における入札参加資格等について 

１．６．１ 入札参加資格要件 

（１） 必須事項 

5)  所定の資格要件を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。なお、特例監

理技術者の配置については、特記仕様書によるものとする。 

c) 配置予定技術者にあっては、申請日以前に３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があ

ること。（有効な健康保険被保険者証又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しに

より確認する。） 

 

 

 

d) 特例監理技術者の配置についての適否、また、特例監理技術者を配置できる要件や兼務を認

める工事は、特記仕様書で示すものとする。特例監理技術者の配置を予定している場合、別

記様式 3-4 に記入すること。申請書及び確認資料提出後の審査では、別記様式 3-4 のチ

ェック状況の確認のみとし、要件を確認するための資料の提出は、落札決定後に 求めるも

のとする。 

 

 

１．６．２ 入札参加資格の提出資料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【12 ページ】 

マイナンバー法改正

による健康保険被保

険者証の新規発行廃

止に伴う確認方法の

変更 

 

 

建設業法の改正に伴

う専任特例の設定 

 

 

 

 

 

 

【16 ページ】 

建設業法の改正に伴

う専任特例の設定 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 

１．７ 評価項目及び評価基準 

１．７．３ 評価項目の設定及び評価基準等 

（１） 各方式における評価事項について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．７ 評価項目及び評価基準 

１．７．３ 評価項目の設定及び評価基準等 

（１） 各方式における評価事項について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【19 ページ】 

配点の変更 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 

 

  

【20～32 ページ】 

配点および評価基準

の変更 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



総合評価方式の運用（令和７年４月） 新旧対照表 

- 9 - 

 

【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 

１．７．５ 「①企業の能力等」における申請書等及び評価に関する留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 同一工種(又は同種工事)の施工実績 ≪全型共通≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 同一工種の工事成績 ≪全型共通≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．７．５ 「①企業の能力等」における申請書等及び評価に関する留意事項 

 

 

 

（１） 同一工種(又は同種工事)の施工実績 ≪全型共通≫  

 

 
 

（２） 同一工種の工事成績 ≪全型共通≫  

 

 

 

【33 ページ】 

週休２日実施工事実

績の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【34 ページ】 

年度の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【37 ページ】 

年度の改定 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 

 

（３） 優良建設業者表彰 ≪全型共通≫  

 

f) 過去３年間とは、当該年度（公告日の属する年度）を含む直近の３年間である。受賞日（表

彰状記載日）の日付けにかかわらず、毎年８月１日を基準日とし、評価対象の年度を切り替え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象期間について 

  ※１ 令和４年度受賞分については、令和７年７月 31日公告工事までを評価対象とする。 

※２ 令和５年度受賞分については、令和８年７月 31 日公告工事までを評価対象とする。 

※３ 令和６年度受賞分については、令和９年７月 31 日公告工事までを評価対象とする。 

※４ 令和７年度受賞分については、令和７年８月１日から令和 10 年７月 31 日までの公告工

事を評価対象とする。 

 

 

 

 

（５） 手持ち工事量 ≪特別簡易型、簡易型(Ⅰ･Ⅱ型)、標準型≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 優良建設業者表彰 ≪全型共通≫  

 

f) 過去３年間とは、当該年度（公告日の属する年度）を含む直近の３年間である。受賞日（表

彰状記載日）の日付けにかかわらず、毎年８月１日を基準日とし、評価対象の年度を切り替え

る。（ただし、令和３年度～令和５年度内受賞分については、暫定措置の評価対象期間を次表

※１～３のとおり設定する。） 

 

 

評価対象期間の改定に伴う暫定措置 

 ※１ 令和３年度受賞分については、令和６年４月 30 日公告工事までを評価対象とする。 

 ※２ 令和４年度受賞分については、令和７年７月 31 日公告工事までを評価対象とする。 

※３ 令和５年度受賞分については、令和８年７月 31 日公告工事までを評価対象とする。 

以降は、暫定措置なし。（令和６年度受賞分については、令和６年８月１日公告から令和９年

７月 31 日公告まで評価対象） 

 

 

 

 

（５） 手持ち工事量 ≪特別簡易型、簡易型(Ⅰ･Ⅱ型)、標準型≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【41 ページ】 

令和３年度受賞分の

削除、年度の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【46 ページ】 

年度の改定 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価項目から削除 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 

 

（６） ＩＣＴ活用工事実績 ≪全型共通≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） 労務費見積り尊重宣言 ≪全型共通≫  

 

4) 履行確認 

 

b) 履行確認は、下請企業から元請企業への見積書を確認し、労務費（労務賃金）の内訳明示が

されていること確認する。 

  確認対象は、１次下請契約額上位１位の企業に加え、下請金額 4,500 万円（建築一式工事は

9,000 万円）以上の１次下請契約の企業の見積書とする。（当初契約、契約変更を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） ＩＣＴ活用工事実績 ≪全型共通≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 労務費見積り尊重宣言 ≪全型共通≫  

 

4) 履行確認 

 

b) 履行確認は、下請企業から元請企業への見積書を確認し、労務費（労務賃金）の内訳明示が

されていること確認する。 

  確認対象は、１次下請契約額上位１位の企業に加え、下請金額 4,000 万円（建築一式工事は

8,000 万円）以上の１次下請契約の企業の見積書とする。（当初契約、契約変更を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【52 ページ】 

項目番号修正 

年度の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【54 ページ】 

項目番号修正 

履行確認対象企業の

金額変更 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 

 

（８） 地域内での拠点の有無 ≪特別簡易型、簡易型(Ⅰ･Ⅱ型)、標準型≫  

 

 

（９） 近隣地域での施工実績 ≪特別簡易型、簡易型(Ⅰ･Ⅱ型)、標準型≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０） 難工事施工実績 ≪全型共通≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９） 地域内での拠点の有無 ≪特別簡易型、簡易型(Ⅰ･Ⅱ型)、標準型≫  

 

 

（１０） 近隣地域での施工実績 ≪特別簡易型、簡易型(Ⅰ･Ⅱ型)、標準型≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１） 難工事施工実績 ≪全型共通≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【55 ページ】 

項目番号修正 

 

【56 ページ】 

項目番号修正 

年度の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【58 ページ】 

項目番号修正 

年度の改定 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 

 

（１１） 県内企業の下請活用 ≪全型共通≫  

 

 

（１２） 社会資本維持活動の実績 ≪全型共通≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１３） 災害協定締結の有無 ≪全型共通≫  

 

 

（１４） 若手・女性担当技術者の配置【選択】 ≪全型共通≫  

 

1) 評価に関する運用事項（別記様式 6） 

 

d) 現場代理人（監理技術者（専任特例の連絡員、監理技術者補佐含む）または主任技術者を兼

任しない者）、または「施工計画書における現場組織図」の担当技術者として、工事着手から

完了まで配置する場合に評価する。 

e) 監理技術者（専任特例の連絡員、監理技術者補佐含む）または主任技術者を兼任する者、事

務及び労務管理（現場事務管理）等は評価対象としない。 

 

5) 履行確認 

 

d) 若手・女性技術者を配置する場合において、妊娠・出産・育児等の理由がある場合、工期途

中での若手・女性技術者の配置換えを可能とする。この場合、打合せ簿等により受発注者で協

議を行うこと。 

 新たに配置する技術者は、若手・女性技術者でなくともよい。 

 

 

 

（１５） 施策関連項目【選択】 ≪全型共通≫  

 

 

 

（１２） 県内企業の下請活用 ≪全型共通≫  

 

 

（１３） 社会資本維持活動の実績 ≪全型共通≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１４） 災害協定締結の有無 ≪全型共通≫  

 

 

（１５） 若手・女性担当技術者の配置【選択】 ≪全型共通≫  

 

1) 評価に関する運用事項（別記様式 6） 

 

d) 現場代理人（監理技術者（特例、補佐含む）または主任技術者を兼任しない者）、または 「施

工計画書における現場組織図」の担当技術者として、工事着手から完了まで配置する 場合に

評価する。 

e) 監理技術者（特例、補佐含む）または主任技術者を兼任する者、事務及び労務管理（現場 事

務管理）等は評価対象としない。 

 

5) 履行確認 

 

d) 女性技術者を配置する場合において、妊娠・出産・育児等の理由がある場合、工期途中での

女性技術者の配置換えを可能とする。この場合、打合せ簿等により受発注者で協議を行うこ

と。 

 新たに配置する技術者は、若手・女性技術者でなくともよい。 

 

 

 

（１６） 施策関連項目【選択】 ≪全型共通≫  

 

 

【60 ページ】 

項目番号修正 

 

 

【61 ページ】 

項目番号修正 

評価基準の変更 

 

 

 

 

 

 

【62 ページ】 

項目番号修正 

 

 

【63 ページ】 

項目番号修正 

 

 

建設業法の改正に伴

う専任特例の設定 

 

 

 

 

 

 

 

【64 ページ】 

若手技術者の配置換

えを可能とした。 

 

 

 

【65 ページ】 

項目番号修正 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 

１．７．６ 「②技術者の能力等」における申請書等及び評価に関する留意事項 

1.7.6.3 技術者に関する評価基準及び運用事項 

（１） 配置予定技術者の資格・年数 ≪全型共通≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 同一工種(又は同種工事)の施工経験 ≪全型共通≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．７．６ 「②技術者の能力等」における申請書等及び評価に関する留意事項 

1.7.6.3 技術者に関する評価基準及び運用事項 

（１） 配置予定技術者の資格・年数 ≪全型共通≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 同一工種(又は同種工事)の施工経験 ≪全型共通≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【68 ページ】 

評価基準案の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【71 ページ】 

年度の改定 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 

（３） 優良技術者表彰 ≪全型共通≫  

 

h) 過去３年間とは、当該年度（公告日の属する年度）を含む直近の 3 年度間である。受賞日

（表彰状記載日）の日付けにかかわらず、毎年８月１日を基準日とし、評価対象の年度を切り

替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象期間の改定に伴う暫定措置 

  ※１ 令和４年度受賞分については、令和７年７月 31日公告工事までを評価対象とする。 

※２ 令和５年度受賞分については、令和８年７月 31 日公告工事までを評価対象とする。 

※３ 令和６年度受賞分については、令和９年７月 31 日公告工事までを評価対象とする。 

※４ 令和７年度受賞分については、令和７年８月１日から令和 10 年７月 31 日までの公告工事

を評価対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 優良技術者表彰 ≪全型共通≫  

 

h) 過去３年間とは、当該年度（公告日の属する年度）を含む直近の 3 年度間である。受賞日

（表彰状記載日）の日付けにかかわらず、毎年８月１日を基準日とし、評価対象の年度を切り

替える。（ただし、令和３年度～令和５年度内受賞分については、暫定措置の評価対象期間を

次表※１～３のとおり設定する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象期間の改定に伴う暫定措置 

  ※１ 令和３年度受賞分については、令和６年４月 30日公告工事までを評価対象とする。 

  ※２ 令和４年度受賞分については、令和７年７月 31日公告工事までを評価対象とする。 

※３ 令和５年度受賞分については、令和８年７月 31 日公告工事までを評価対象とする。 

以降は、暫定措置なし。（令和６年度受賞分については、令和６年８月１日公告から令和９年

７月 31 日公告まで評価対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【74 ページ】 

令和３年度受賞分の

削除、年度の改定 
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【新】令和７年４月 【旧】令和６年４月 備  考 

（４） 継続教育(ＣＰＤ)の状況 ≪全型共通≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．７．８ 「③施工計画」における申請書及び評価に関する留意事項（技術提案を含む） 

 

（２） 工程管理に係わる技術的所見 ≪簡易型Ⅰ型≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 継続教育(ＣＰＤ)の状況 ≪全型共通≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．７．８ 「③施工計画」における申請書及び評価に関する留意事項（技術提案を含む） 

 

（２） 工程管理に係わる技術的所見 ≪簡易型Ⅰ型≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【76 ページ】 

年度の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【79 ページ】 

不可とする例の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


